
九
月
五
日

六
日

七
月
二

十

一
日

八
月
二
十
三
日

二
十
四
日

六
月
二
十
九
日

十
五
日

三
十
日

四
月
十
八
日

二
十
日

五
月
十
二
日

十
四
日

二
月
十
日

十
七
日

二
十
六
日

三
月
十
日

二
十
一
日

―――十日

十
八
日

今
泉
雄
作
教
授
を
辞
し
帝
室
博
物
館
（
美
術
部
長
）
へ
転

任。 兼
担
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

校
長
心
得
久
保
田
鼎
校
長
に
任
命
さ
れ
る
。

嘱
託
本
田
種
竹
清
国
よ
り
帰
国
。

教
授
海
野
美
盛
休
職
し
フ
ラ
ン
ス
ヘ
向
け
出
発
。

教
授
長
沼
守
敬
依
願
免
官
。

教
授
浅
井
忠
渡
仏
゜

敷
波
重
次
郎
美
術
解
剖
授
業
嘱
託
と
な
る
。

教
授
黒
田
清
輝
は
文
部
省
よ
り
美
術
に
関
す
る
制
度
取
調

ベ
並
び
に
絵
画
教
授
法
研
究
の
た
め
満
一
ケ
年
の
フ
ラ
ン

ス
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

助
教
授
金
井
清
吉
歿
゜

辻
村
延
太
郎
助
教
授
に
任
命
さ
れ
る
。

嘱
託
藤
田
文
蔵
教
授
に
任
命
さ
れ
る
。

桜
岡
三
四
郎
助
教
授
に
任
命
さ
れ
る
。

中
村
如
等
、
高
橋
烏
谷
雇
（
助
教
）
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

助
手
小
林
万
吾
助
教
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
嘱
託
中
村
勝
治
郎

助
教
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

黒
田
清
輝
フ
ラ
ン
ス
ヘ
向
け
出
発
。

助
教
黒
岩
淡
哉
塑
造
科
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

教
授
荒
木
寛
畝
帝
室
技
芸
員
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

川
崎
千
虎
図
案
授
業
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

岩
村
透
渡
仏
の
た
め
解
嘱
さ
れ
る
。

十
七
日

三
十
日

十
二
月
三
日

今
泉
雄
作
図
案
科
授
業
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

新
井
春
次
郎
美
術
解
剖
授
業
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
助
教

授
田
中
後
治
休
職
。

河
辺
正
夫
図
案
科
助
教
授
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

敷
波
重
次
郎
解
嘱
。
野
口
吉
五
郎
解
雇
。

鈴
木
繁
吉
体
操
授
業
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

吉
田
清
次
郎
調
漆
授
業
嘱
託
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

②

久
保
田
鼎
校
長
就
任
と
制
度
改
革
計
画

明
治
三
十
三
年
一
月
十
八
日
、
校
長
心
得
で
あ
っ
た
久
保
田
鼎
は
正
式
に
校

長
（
帝
国
博
物
館
理
事
お
よ
び
主
事
兼
任
）
に
任
命
さ
れ
た
。
当
時
の
新
聞
記
事
は

久
保
田
校
長
の
も
と
で
制
度
改
革
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る。

〔
か
ね
が
ね
〕

0
東
京
美
術
學
校
同
學
校
に
て
ハ
豫
々
教
授
法
を
一
新
し
て
二
十
世
紀
の

美
術
を
大
成
せ
ん
と
す
る
計
霊
あ
り
評
議
梢
や
熟
し
た
れ
バ
本
月
末
に
ハ

其
大
意
を
公
に
す
べ
し
と

0
東
京
美
術
學
校
今
後
の
方
針
久
保
田
校
長
が
今
後
に
取
る
べ
き
美
術
學

校
の
方
針
ハ
未
だ
焚
表
さ
れ
ざ
れ
共
豫
め
推
断
し
得
る
所
ハ
彫
刻
科
ハ
塑

〔
造
ヵ〕

像
を
中
心
と
し
、
彫
金
鍛
金
ハ
之
を
一
括
し
て
合
同
一
致
せ
し
め
十
年
来
欠

け
居
た
る
建
築
科
ハ
之
を
補
充
す
る
と
同
時
に
現
在
の
圏
案
科
中
建
築
装
飾

と
エ
藝
圏
案
と
を
分
離
し
て
各
々
質
瞼
製
作
の
道
を
求
む
る
に
力
め
、
西
洋

十
七
日

十
五
日

七
日

（
明
治
一二
十
三
年
一
月
十
三
日

『
読
売
新
聞
』）
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同
校
に
て
は
束
學
年
よ
り
學
制
を
改
革
す

霊
ハ
現
時
の
儘
に
進
行
し
、
日
本
聾
ハ
暫
く
手
を
着
け
ず
と
云
ふ
に
止
ま
る

べ
し
、
而
し
て
此
の
方
針
を
宜
行
す
る
に
ハ
先
づ
校
則
の
改
正
を
要
す
れ
バ

登
表
ま
で
に
ハ
尚
ほ
多
少
の
日
子
を
要
す
べ
し
と
云
ふ

（
明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
二
日
『
読
売
新
聞
』）

美

術

雑

信

網

嶋

梁

川

拝
啓
美
術
學
校
の
久
保
田
校
長
は
學
生
の
卒
業
期
を
無
期
限
と
致
し
い
つ
ま

で
に
て
も
學
生
の
志
望
に
ま
か
せ
て
修
業
致
さ
せ
候
か
た
却
つ
て
員
の
美
術

家
を
養
成
す
る
の
道
な
れ
ば
今
後
は
此
の
方
針
を
取
る
見
込
な
り
と
申
さ
れ

候
由
至
極
結
構
の
事
と
存
候
尚
ほ
窮
屈
な
る
規
則
が
た
め
に
て
學
生
の
心

を
絆
る
や
う
の
事
な
く
一
面
飽
く
ま
で
も
放
任
主
義
を
取
る
と
共
に
他
面
大

に
學
生
を
鼓
吹
し
て
彼
等
に
大
な
る
美
術
上
の
理
想
を
吹
き
こ
む
や
う
の
数

育
法
こ
そ
我
等
の
く
れ
人
＼
も
同
校
長
に
到
し
て
希
望
す
る
所
に
候
〔
下

略〕

（
明
治
三
十
三
年
二
月
七
日
『
大
阪
毎
日
新
聞
』）

0
東
京
美
術
學
校
規
則
改
正
の
件
東
京
美
術
學
校
規
則
改
正
案
ハ
既
に
脱

稿
し
明
日
数
員
會
議
に
附
し
て
討
究
す
る
筈
な
る
が
右
改
正
案
の
大
要
ハ
従

束
の
方
法
を
改
め
豫
科
を
三
年
、
本
科
を
五
年
と
し
豫
科
は
小
學
高
等
科
卒

業
の
生
徒
を
、
本
科
ハ
尋
常
中
學
卒
業
の
生
徒
を
入
校
せ
し
む
る
等
の
事
な

り
、
又
會
議
の
模
様
に
よ
り
現
時
の
撰
科
ハ
麿
さ
る
4

や
も
知
れ
ず
と

0
東
京
美
術
學
校
の
學
制
改
革

（
明
治
三
十
――
一年
三
月
＝
―
十
日
『
読
売
新
聞
』）

〔撰〕

る
由
今
其
の
概
要
を
聞
く
に
従
来
の
選
科
を
麿
し
て
修
業
年
限
を
八
ヶ
年
と

な
し
豫
備
科
を
三
ケ
年
本
科
を
五
ヶ
年
と
な
し
豫
科
志
望
者
は
中
學
二
年
級

卒
業
生
及
び
之
と
同
等
の
學
力
を
有
す
る
も
の
よ
り
募
集
し
普
通
教
育
及
び

美
術
赦
育
を
併
授
し
三
ヶ
年
を
以
て
中
學
卒
業
の
資
格
を
造
り
て
本
科
一
年

に
編
入
せ
し
め
（
即
ち
同
幼
年
學
校
が
最
初
よ
り
軍
事
数
育
を
受
け
た
る
も

の
を
歓
迎
す
る
が
如
く
之
も
亦
最
初
よ
り
美
術
数
育
を
受
け
た
る
者
を
採
用

す
る
方
便
な
り
）
而
し
て
現
在
學
生
は
各
一
年
級
づ

4
超
越
し
て
卒
業
せ
し

む
る
由
叉
た
尋
常
中
學
卒
業
生
は
試
験
の
上
直
に
本
科
一
年
に
入
學
を
許

可
し
又
本
科
に
あ
り
て
は
従
来
の
講
座
科
目
の
他
に
更
に
敷
種
の
學
科
を
増

設
し
而
し
て
脳
案
科
を
獨
立
せ
し
め
て
宜
地
修
業
を
な
さ
し
め
更
に
建
築
科

を
設
け
て
工
科
大
學
卒
業
生
と
同
等
の
資
格
を
有
す
る
も
の
を
蓑
生
す
る
由

に
て
該
改
革
規
則
は
来
九
月
迄
に
装
表
せ
ら
る
べ
し
と
云
ふ
（
ヽ
ヽ
子
）

（
明
治
三
十
三
年
五
月
二
十
九
日
『
日
本
』）

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
判
断
し
て
当
時
学
校
当
局
が
検
討
し
て
い
た
改
革
項
目

は
一
、
塑
造
を
彫
刻
教
育
の
中
心
に
置
く
こ
と
、
二
、
彫
金
科
と
鍛
金
科
の
統

合
、
三
、
建
築
科
設
置
、
四
、
修
業
年
限
の
改
正
、
五
、
予
科
な
い
し
予
備
科

設
置
、
六
、
撰
科
廃
止
等
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
の
問
題
は
塑

造
科
設
置
以
後
も
残
存
し
て
い
た
木
彫
主
義
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
現

わ
れ
で
あ
ろ
う
。
翌
年
五
月
の
彫
刻
科
分
科
廃
止
と
い
う
か
た
ち
で
解
決
す

る。

二
の
問
題
は
明
治
三
十
八
年
の
金
工
科
設
置
に
至
っ
て
解
決
す
る
。
三
、

四
、
五
は
以
前
か
ら
懸
案
と
な
っ
て
い
た
問
題
で
、
こ

の
う
ち
三
と
五
に
つ
い

て
は
、
学
校
当
局
は
年
報
の
「
将
来
施
設
上
必
要
卜
認
ム
ル
件
」
の
項
目
に
こ

れ
ら
を
掲
げ
て
さ
ら
に
上
局
へ
の
要
請
を
続
け
る
。
四
は
本
校
創
設
以
来
の
問
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こ
の
申
請
は
同
年
同
月
二
十
四
日
に
認
可
さ
れ
た
。

題
点
で
あ
っ
た
が
、
芸
術
教
育
上
の
理
想
と
官
立
学
校
と
し
て
の
制
約
が
対
立

し
、
の
ち
の
ち
ま
で
も
十
分
な
解
決
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
六
に
つ
い
て
は
、

本
年
度
年
報
「
生
徒
」
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
撰
科
生
を
漸
次
減
ら

す
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。

庶
第
一

三
八
琥

生
徒
服
制
相
定
度
儀
二
付
上
申

本
校
生
徒
ノ
服
制
ハ
去
三
十
一
年
八
月
十
五
日
付
ヲ
以
テ
御
認
可
相
成
居
候

処
右
ハ
冬
服
ノ
ミ
ノ
儀
二
有
之
候
二
付
今
般
夏
服
及
外
套
ノ
服
制
別
紙
ノ
通

リ
相
定
メ
傲
式
ノ
時
ハ
勿
論
平
常
二
在
テ
モ
登
校
ノ
節
ハ
必
ス
着
用
ス
ル
事

ニ
致
度
此
段
至
急
仰
高
裁
候
也

明
治
三
十
三
年
七
月
六
日

東
京
美
術
学
校
長
久
保
田
鼎

〔印
〕

文
部
大
臣
伯
爵
樺
山
資
紀
殿

④

大
村
西
崖
の
活
躍

大
村
西
崖
は
本
書
第
一
巻
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
岡
倉
覚
三
校
長
と
意

見
が
対
立
し
て
助
教
授
の
職
を
辞
し
た
。
し
か
し
、
美
術
学
校
騒
動
直
後
に
新

書
類
」
に
左
の
記
録
が
あ
る
。

内
規
に
属
す
る
制
服
規
定
に
関
し
、

③

制
服
に
関
す
る
追
加
規
定

「畔
明
治
四
十
四
五
五
教
務
内
規
、
諸
規
定

前
削
面

ニ“
伎
面

前
削
固

冒
外
套

⑰° 

制 服（上記「庶第138号」別紙）
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